
豊 田 市 公 共 交 通 会 議  規 約（案）
（名 称） 
第１条 本会は、豊田市公共交通会議（以下「交通会議」という。）と称する。 
（目 的） 
第２条 交通会議は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域住民の需
要に応じ、住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図るため、
地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通
の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第６条第１項の規定に基づき、地
域公共交通網形成計画（以下「形成計画」という。）の作成等に関する協議及び形成計画等の実
施に関する連絡調整を行うものとする。また、地方版図柄入りナンバープレートの寄付金活用
事業に係る助成事業について、事業及び交付申請者の特定等を行うものとする。 
（協議事項） 
第３条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。 
（１）豊田市における形成計画の検討及び定期的な見直しに関する事項 
（２）形成計画に基づく事業の実施に関する事項 
（３）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の様態及び運賃、料金等に関する事項 
（４）市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 
（５）地域公共交通確保維持改善事業に関する事項 
（６）交通会議の運営方法の検討その他交通会議が必要と認める事項 
（７）地方版図柄入りナンバープレートの寄付金活用に関する事項 
（交通会議の構成員） 
第４条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 
（１）学識経験者 
（２）市民、事業者などの想定される利用者が組織する団体等 
（３）鉄道事業者 
（４）一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者 
（５）社団法人愛知県バス協会及び愛知県タクシー協会 
（６）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 
（７）愛知運輸支局長又はその指名する者 
（８）愛知県知事又はその指名する者 
（９）関係する道路管理者及び警察 
（10）豊田市長又はその指名する者 
（役 員） 
第５条 交通会議に、次の役員を置く。 
（１）会 長 １名 
（２）副会長 １名 
（３）座 長 １名 
２ 会長は、豊田市都市整備部長とする。 
３ 副会長、座長は委員の中から会長が指名する。 
（職 務） 
第６条 交通会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。    
３ 副会長は、会長不在のとき、会長の指示により会務を総括する。 
４ 座長は、交通会議の議長となる。座長不在のときは、副会長がその職務を代理する。 
（交通会議の運営） 
第７条 交通会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。 
２ 交通会議は原則として公開する。 
３ 会長は必要に応じて委員以外の者を交通会議に出席させることができる。 
４ 会議の議事は、原則として全会一致をもって決するものとする。ただし、意見が分かれたと
きは、出席委員の４分の３以上の賛成で決するものとする。 
（報告案件の取扱い） 
第８条 第３条の規定に関わらず、次に掲げる事項については、交通会議において報告案件とし
て取扱う。 
（１）路線定期運行における停留所の名称変更 
（２）区域運行及び市町村運営有償運送における停留所の新設、移設、廃止及び名称変更 
（３）その他会長が別に定める事項 
（協議結果の取扱い） 
第９条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の
誠実な実施に努めるものとする。 
（事 務） 
第１０条 交通会議の運営に係る事務は、豊田市都市整備部交通政策課で行う。 
（その他） 
第１１条 この規約に定めるもののほか、交通会議の運営に必要な事項は会長が別に定める。 

附 則 
 この規約は、平成１７年 ８月２９日から施行する。 
 この規約は、平成１７年１０月１２日から施行する。 
 この規約は、平成１８年 ２月 ２日から施行する。 
 この規約は、平成１８年 ５月３１日から施行する。 
 この規約は、平成１８年１２月１４日から施行する。 
 この規約は、平成１９年 ５月２９日から施行する。 
 この規約は、平成１９年 ８月２８日から施行する。 
 この規約は、平成１９年１１月２９日から施行する。 
 この規約は、平成２０年 ６月１８日から施行する。 
 この規約は、平成２０年１２月１５日から施行する。 
 この規約は、平成２１年 ６月２３日から施行する。 
 この規約は、平成２１年１２月１４日から施行する。 
 この規約は、平成２２年 ６月３０日から施行する。 
 この規約は、平成２３年 ６月２８日から施行する。 
 この規約は、平成２５年 ６月２５日から施行する。 
この規約は、平成２７年１０月２８日から施行する。 
この規約は、平成２９年 ６月２２日から施行する。 
この規約は、令和 ２年 ６月２３日から施行する。 

協議案件（１）豊田市公共交通会議規約改正について 協議 1 
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１ 地方版図柄入りナンバープレートとは 
国が、“走る広告塔”としてのナンバープレートの機能に着目し、地域の風景や観光資源を図 

柄にした地方版図柄入りナンバープレートを交付している。各自治体も積極的に普及促進活動 
を行い、予約確定件数の約８割がカラー版である。 
（１）導入時期 
平成３０年１０月１日（４１地域導入） 

（２）デザイン及び申請件数  
  平成２９年１２月にデザイン４案から市民等による投票を行い、下図のデザインに決定。 
  フルカラーデザインとモノトーンデザインが選べるが、寄付金はフルカラーのみ受け付ける。 

                       ※登録車９９６件 内寄付あり８０２件 
（２０１９年１２月末日現在） 

（３）寄付金 
  フルカラーの図柄入りナンバープレートには、料金の他に原則１,０００円以上の寄付金を
受け付けており、交通改善、観光振興などに資する取組に活用される予定。  

（４）その他のナンバープレートについて 
■ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレート（交付開始 平成２９年４月 ）

   日本初の図柄入りナンバープレートであり、予約確定件数は交付開始後の約２年間で２５
万件となった。全国自動車保有台数のうち、当ナンバープレート予約確定件数は０．３１％
で、その内寄付ありは全体の２５％である。 
■東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレート 

                          （交付開始 平成２９年１０月 ） 
図柄入りナンバープレートの第２弾として交付が開始された当ナンバープレートの予約
確定件数は、交付開始後の約１年半で８２万件となった。全国自動車保有台数のうち、予
約確定件数は１．０４％であり、その内寄付金ありは１７．７％にとどまった。 

２ 寄付金活用方法の検討・配分フロー 
下表の「協議会」機能を公共交通会議に付与し、寄付金を活用した事業、交付申請者を検討し
特定する場としたい。 

令和元年度第４回 
報告４（参考） 

【参考】地方版図柄入りナンバープレート寄付金活用に関する協議会の機能付加について

（導入地域毎に設置） 

（地元自治体が中心となり、交通事業
者、観光事業者、利用者等により構
成（運輸局も参画）） 

・寄付金を活用した地域の交通サービ
スの改善・観光振興方策等の検討 
・寄付金を充てるべき事業の特定 
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